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議案第２３号 

   東京都板橋区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、

設備及び運営に関する基準を定める条例 

上記の議案を提出する。 

  令和４年２月１５日 

提出者 東京都板橋区長 坂 本  健 

 

   東京都板橋区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、

設備及び運営に関する基準を定める条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する

条例（平成１１年東京都条例第１０６号）第２条の規定に基づき東京

都板橋区（以下「区」という。）が処理することとされた就学前の子

どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成

１８年法律第７７号。以下「法」という。）の施行に係る事項のうち、

法第１３条第１項の規定により、区における幼保連携型認定こども園

の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準（以下「設備運営基

準」という。）を定めるものとする。 

（用語の意義） 

第２条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例によ

る。 

（設備運営基準の目的） 

第３条 設備運営基準は、幼保連携型認定こども園の園児が、明るく衛

生的な環境において、素養があり、適切な訓練を受けた職員の指導に

より、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。 

（設備運営基準の向上） 

第４条 区長は、設備運営基準を常に向上させるよう努めるとともに、

その監督に属する幼保連携型認定こども園に対し、東京都板橋区児童

福祉審議会条例（令和４年板橋区条例第 号）第１条に規定する東京
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都板橋区児童福祉審議会の意見を聴き、設備運営基準を超えて、設備

及び運営を向上させるように勧告することができる。 

２ 幼保連携型認定こども園は、設備運営基準を超えて、常にその設備

及び運営を向上させなければならない。 

３ 設備運営基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている幼保連携

型認定こども園においては、設備運営基準を理由として、その設備又

は運営を低下させてはならない。 

（幼保連携型認定こども園の一般原則） 

第５条 幼保連携型認定こども園は、園児の人権に十分配慮するととも

に、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。 

２ 幼保連携型認定こども園は、地域社会との交流及び連携を図り、園

児の保護者及び地域社会に対し、その運営の内容を適切に説明するよ

う努めなければならない。 

３ 幼保連携型認定こども園の位置は、その運営上適切で、安全に通園

することができる環境にこれを定めなければならない。 

４ 幼保連携型認定こども園には、その目的を達成するために必要な設

備を設けなければならない。 

５ 幼保連携型認定こども園の設備は、指導、保健衛生、安全及び管理

に関し、適切なものでなければならない。 

（学級の編制の基準） 

第６条 満３歳以上の園児については、教育課程に基づく教育を行うた

め、学級を編制するものとする。 

 ２ 学級の編制は、板橋区規則（以下「規則」という。）で定める基準

を満たさなければならない。 

（職員の配置の基準） 

第７条 幼保連携型認定こども園の職員の配置は、規則で定める基準を

満たさなければならない。 

 ２ 幼保連携型認定こども園には、調理員を置かなければならない。た

だし、第１９条第５項の規定により調理業務の全部を委託する幼保連
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携型認定こども園にあっては、調理員を置かないことができる。 

３ 幼保連携型認定こども園には、次の各号に掲げる職員を置くよう努

めなければならない。 

 ⑴ 副園長又は教頭 

 ⑵ 主幹養護教諭、養護教諭又は養護助教諭 

 ⑶ 事務職員 

（園舎及び園庭） 

第８条 幼保連携型認定こども園には、園舎及び園庭を備えなければな

らない。 

２ 園舎は、２階建て以下とする。ただし、特別の事情がある場合は、

３階建て以上とすることができる。 

３ 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室及び便所（以下この項及び第２

５条において「乳児室等」という。）は、１階に設けるものとする。

ただし、規則で定める基準を満たす場合は、乳児室等を２階以上に設

けることができる。 

４ 園舎及び園庭は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けるものとす

る。 

５ 園舎及び園庭の面積は、規則で定める基準を満たさなければならな

い。 

（園舎に備えるべき設備） 

第９条 園舎には、次の各号に掲げる設備（乳児室又はほふく室につい 

ては、満２歳未満の保育を必要とする子どもを入園させる場合に限る。） 

を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、職員室 

と保健室及び保育室と遊戯室とは、それぞれ兼用することができる。 

 ⑴ 職員室 

 ⑵ 乳児室又はほふく室 

 ⑶ 保育室 

 ⑷ 遊戯室 

 ⑸ 保健室 
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 ⑹ 調理室 

 ⑺ 便所 

 ⑻ 飲料水用設備、手洗用設備及び足洗用設備 

２ 保育室（満３歳以上の園児に係るものに限る。）の数は、学級数を

下回ってはならない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、満３歳以上の園児に対する食事の提供

を第１９条第５項に規定する方法により行う幼保連携型認定こども園

は、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼保連

携型認定こども園は、当該食事の提供について当該方法によることと

してもなお当該幼保連携型認定こども園において行うことが必要な調

理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければなら

ない。 

４ 飲料水用設備は、手洗用設備及び足洗用設備と区別して備えなけれ

ばならない。 

５ 第１項第２号から第４号までに掲げる設備は、規則で定める基準を

満たさなければならない。 

６ 第１項各号に掲げる設備のほか、園舎には、次の各号に掲げる設備

を備えるよう努めなければならない。 

 ⑴ 放送聴取設備 

 ⑵ 映写設備 

 ⑶ 水遊び場 

 ⑷ 園児清浄用設備 

 ⑸ 図書室 

 ⑹ 会議室 

（園具及び教具） 

第１０条 幼保連携型認定こども園には、学級数及び園児数に応じ、教

育上及び保育上、保健衛生上並びに安全上必要な種類及び数の園具及

び教具を備えなければならない。 

２ 幼保連携型認定こども園は、前項の園具及び教具について常にその
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改善を図り、補充を行わなければならない。 

（教育及び保育を行う期間及び時間） 

第１１条 幼保連携型認定こども園における教育及び保育を行う期間及

び時間は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。 

 ⑴ 毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、３９週を下

回らないこと。 

  ⑵ 教育に係る標準的な１日当たりの時間（次号において「教育時間」

という。）は、４時間とし、園児の心身の発達の程度、季節等に適 

切に配慮すること。 

  ⑶ 保育を必要とする子どもに該当する園児に対する教育及び保育の

時間（満３歳以上の保育を必要とする子どもに該当する園児につい

ては、教育時間を含む。）は、１日につき８時間を原則とすること。 

 ２ 前項第３号の教育及び保育の時間については、当該地域における園

児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、園長がこれを

定めるものとする。 

 ３ 幼保連携型認定こども園における開園日数及び開園時間は、規則で

定める。 

（子育て支援事業の内容） 

第１２条 幼保連携型認定こども園における保護者に対する子育ての支

援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認

識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを

目的として、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支

援事業のうち、その所在する地域における教育及び保育に対する需要

に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、

保護者の要請に応じ適切に提供することができる体制の下で行うもの

とする。この場合において、地域の人材、社会資源等の活用を図るよ

う努めるものとする。 

（掲示） 

第１３条 幼保連携型認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見や
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すい場所に、当該施設が幼保連携型認定こども園である旨を掲示しな

ければならない。 

（履修困難な教育内容の指導） 

第１４条 幼保連携型認定こども園は、園児が心身の状況によって履修

することが困難な教育内容を指導するに当たっては、当該園児の心身

の状況に適合するように指導しなければならない。 

（職員の知識及び技能の向上等） 

第１５条 幼保連携型認定こども園の職員は、常に自己研鑽に励み、法

に規定する幼保連携型認定こども園の目的を達成するために必要な知

識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。 

２ 幼保連携型認定こども園は、職員の資質向上のための研修の機会を

確保しなければならない。 

（園児への平等取扱原則） 

第１６条 幼保連携型認定こども園は、園児の国籍、信条、社会的身分

又は入園に要する費用負担によって、差別的な取扱いをしてはならな

い。 

（虐待等の禁止） 

第１７条 幼保連携型認定こども園の職員は、園児に対し、児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）第３３条の１０各号に掲げる行為その

他当該園児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

（懲戒に係る権限の濫用禁止） 

第１８条 園長は、園児に対し、児童福祉法第４７条第３項の規定によ

り懲戒に関し園児の福祉のために必要な措置を講じるときは、身体的

苦痛を与え、人格を辱める行為をする等その権限を濫用してはならな

い。 

（食事） 

第１９条 幼保連携型認定こども園において、保育を必要とする子ども

に該当する園児に食事を提供するときは、当該幼保連携型認定こども

園内で調理する方法（第２５条の規定により、当該幼保連携型認定こ

さん  
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ども園の調理室を兼ねている他の学校、社会福祉施設等の調理室にお

いて調理する方法を含む。）により行わなければならない。 

２ 幼保連携型認定こども園において、園児に食事を提供するときは、

食品の種類及び調理方法について栄養並びに園児の身体的状況及び嗜

好を考慮するとともに、可能な限り変化に富み、園児の健全な発育に

必要な栄養量を含有する献立によらなければならない。 

３ 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。 

４ 幼保連携型認定こども園は、園児の健康な生活の基本としての食を

営む力の育成に努めなければならない。 

５ 第１項の規定にかかわらず、規則で定める基準を満たす幼保連携型

認定こども園は、当該幼保連携型認定こども園の満３歳以上の園児に

対する食事を当該幼保連携型認定こども園外で調理し、搬入する方法

により提供することができる。 

（秘密保持等） 

第２０条 幼保連携型認定こども園の職員は、正当な理由なく、業務上

知り得た園児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 幼保連携型認定こども園は、職員であった者が、正当な理由なく、

業務上知り得た園児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必

要な措置を講じなければならない。 

（苦情への対応） 

第２１条 幼保連携型認定こども園は、その行った教育及び保育（満３

歳未満の園児については、その行った保育。以下同じ。）並びに子育

ての支援に関する園児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に

対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な

措置を講じなければならない。 

２ 幼保連携型認定こども園は、その行った教育及び保育並びに子育て

の支援について、区から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は

助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

３ 幼保連携型認定こども園は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）

し  
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第８３条に規定する運営適正化委員会が行う同法第８５条第１項の規 

定による調査に協力するよう努めなければならない。 

（非常災害対策） 

第２２条 幼保連携型認定こども園は、消火器等の消火用具、非常口そ

の他非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対す

る具体的な計画を策定し、不断の注意を払い、訓練をするよう努めな

ければならない。 

２ 前項の訓練のうち、避難訓練及び消火訓練は、規則で定めるところ

により行わなければならない。 

（保護者との連絡） 

第２３条 園長は、常に園児の保護者と密接な連絡をとるとともに、教

育及び保育の内容等につき、当該保護者の理解及び協力を得るよう努

めなければならない。 

（他の学校又は社会福祉施設の職員を兼ねるときの職員の基準） 

第２４条 幼保連携型認定こども園は、その運営上必要と認められる場

合は、当該幼保連携型認定こども園の職員の一部を他の学校又は社会

福祉施設の職員に兼ねることができる。ただし、園児の保育に直接従

事する職員については、この限りでない。 

（他の学校、社会福祉施設等の設備を兼ねるときの設備の基準） 

第２５条 幼保連携型認定こども園は、その運営上必要と認められる場

合は、当該幼保連携型認定こども園の設備の一部を他の学校、社会福

祉施設等の設備に兼ねることができる。ただし、乳児室等については、

この限りでない。 

（委任） 

第２６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な

事項は、規則で定める。 

   付 則 

この条例は、令和４年７月１日から施行する。 
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（提案理由） 

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する

基準を定めるため、条例を制定する必要がある。 


